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議案第91号 

 

   幕別町防災行政無線施設条例の一部を改正する条例 

 

 幕別町防災行政無線施設条例（平成17年条例第75号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第２条の表送信施設の部遠隔制御局の項設置場所の欄中「東十勝消防事務組合」

を「とかち広域消防事務組合」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

  


